
第 108 回 苫小牧市都市計画審議会 

予備審査（３） 苫小牧圏都市計画特別用途地区の変更について 

1. 特別用途地区とは 

〇用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別

な目的の実現を図るため、用途地域の指定を補完して定める地区で、用途地域が建築物の用途等を全国

的に一律に規定するのに対し、特別用途地区は、地方産業の育成、教育文化活動の環境保護等の目的か

ら、より地域的かつ詳細な用途の制限等を行う補完的な制度です。 

2. 変更理由 

〇第 2 次苫小牧市都市計画マスタープランにおいて、苫小牧環状線及び、国道 36 号を、広域交通に対

応する適切な規模の沿道型サービス施設、流通・業務施設等の立地誘導を図る都市骨格軸と定められた

ことを受け、背後地が工業系ではない用途地域となっている個所の特別用途地区の一部を解除します。 

用途地域変更前：準工業地域 用途地域変更後：準住居地域 
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